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成人おめでとうございます！！成人おめでとうございます！！成人おめでとうございます！！
平成26年  北川村成人式　

議
会
議
員

西
尾　

勝
幸

議
会
議
員

尾
﨑　

一
マ

議
会
議
員

山
嶋　
　

𠀋

議
会
副
議
長

岩
垣　

實
男

議
会
議
員

濵
渦　

純
章

教
育
委
員
長

井
津　

竹
志

議
会
議
員

大
寺　

正
弘

副
村
長

上
村　
　

誠

村
長

大
寺　

正
芳

高
知
県

も
の
づ
く
り
名
人

石
田　

夫
妻

モ
ネ
の
庭
支
配
人

前
田　

正
隆

中
学
校
恩
師

濱
田　

將
慈

中
学
校
恩
師

入
野　

由
美

小
学
校
恩
師

久
武
貴
美
子

議
会
議
長

濵
渦　

康
雄

植
田　

晋
伍

濵
渦　

啓
太

濵
渦
か
え
で

國
貞　

尚
希

坂
本　

幸
平

教
育
長

田
中　

勝
之

（表紙写真対照図）
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成人おめでとうございます！！成人おめでとうございます！！

　１月12日（日）、北川小学校
グラウンドにて「どんど焼き」を
行いました。どんど焼きは、日
本各地で行われる小正月の火祭りです。当日は、
多くの方が、お正月に飾ったしめ縄、お守り、
破魔矢などを持ち寄って焼き、竹ひごに刺した
餅をどんど焼きの火で焼いて食べ、１年間の無
病息災を願いました。
　また、竹ひご作りや餅つきなど、ボランティ
アで多くの方にご協力いただきました。ご協力
いただいた皆さん、本当にありがとうございま
した。

　１月12日（日）、奈半利町緑地公園グラ
ウンドにおいて中芸消防出初め式が開催
され、北川村消防団が参加しました。
　式典終了後には二十三士公園で一斉放
水が行われ、午後から北川村消防団が村
内全域の防火水槽の点検を行いました。
　この季節は火災の発生が多くなります。
火の取り扱いには十分注意し、火災の発
生を未然に防ぐようお願いいたします。

１月12日（日）、奈半利町緑地公園グラ
ウンドにおいて中芸消防出初め式が開催
され 北川村消防団が参加しました

平成26年

　　　　　出初め式中芸消防中芸消防中芸消防

どんど焼きどんど焼きどんど焼き

　「平成２５年度よんでんクループふれあい旬間」にあたり、社会貢献活動のひとつとして、
本年度は北川小学校プール近くに１灯寄付いただきました。
　寄付していただいた街路灯は、通学路の安全確保、地域住民の防犯対策等に利用させてい
ただきます。ありがとうございました。

防犯街路灯をいただきました
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小学校

中学校
　　向学の道、慎太郎館見学
　　１月１６日（木）に５、６年生が向
学の道を通り、慎太郎館へ向かいま
した。途中の史跡の説明を聞きなが
ら中岡慎太郎について学びました。

1
　　高知県中学校バレーボール
　　新人選手権大会
　１月１８日（土）に高知県中学校バレー
ボール新人選手権大会が行われました。
　この日は、日頃の練習の成果を発揮し
ていました。

2

1

2

　平成２５年１２月１日から北川村で民
生児童委員・主任児
童委員を務められる方
は以下のとおりです。
よろしくお願いします。

民生児童委員・主任児童委員のご紹介

校学
通信

野友下・東郷担当
井津　竹志

野友上・角木担当
井津　文江（新任）

野川担当 
濵渦　暘子

加茂担当
西岡　　和

久府付担当
田中　啓介

長山・柏木・崎山担当 
和田　和恵

西谷・木積・宗ノ上担当
新田　文江

和田・小島担当
中野　和美

平鍋・二タ又・弘瀬担当
堀　　　緑（新任）

島以北担当
上村　尚幸

安倉担当
弘田　勝久

主任児童委員 村内全域担当
濵渦　紀美

主任児童委員 村内全域担当
田所佐百合（新任）
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　２月になると、実家から遠く離れている私は少しホーム

シックになりました。なぜならば、春節の時期になったか

らです。春節とは中国や台湾または

他のアジアの国で祝う正月祭事の時

期のことです。オーストラリアで生ま

れて育った私としても、両親に中国の

文化や習慣を教えられたので、家族

にとっては春節が１年で一番大事なと

きだった気がします。

　春節の日付が伝統的な旧暦に基づいているので、新歴

からみると毎年の日付は異なりますが、だいたい２月初め

ごろにあります。２０１４年には１月３１日が元日で、祭事

が１５日間に続きます。考えてみると、春節の習慣の多く

は日本のお正月の習慣と似ています。例えば、実家に帰っ

て家族と一緒に過ごす習慣です。旧暦１月１日から１５日ま

での間に、年上の親戚のところに伺って、拜年をします。

「拜年」（広東語の発音はバイニン）というのは、孝行の心

をこめて年上の人に新年の挨拶をすることです。祖母の家

に伺う以外、シドニーにいる親戚の中では父が一番年上

だから、叔母や叔父の家族が家に拜年しに来ます。

　拜年すると、大人で

も、独身だったらお年

玉をもらいます。中国

のお年玉は「紅包」と呼

ぶ、伝統的に赤色の封

筒で、文字や絵は金色です。普通に「恭喜發財」（あけま

しておめでとう、実り豊かなものでありますように）または

「萬事如意」（あなたの願いがかないますように）などという

メッセージが書かれています。新年挨拶は様々ありますが、

「大吉大利」（ずっと幸せでありますように）という挨拶が特

に面白いと思います。中国語で「吉」の発音は「柑」（みか

ん）の発音と似ているので、みかんは旧正月の縁起物とし

て使われているからです。　拜年をするときに、お年玉と

ともにみかんを２個持って行くことが習慣になりました。

　中国のお節料理に関

してもこのような掛け

言葉が色々あります。

例えば、春節に魚を食

べる習慣です。なぜな

らば、「年年有余」とい

う挨拶があるからです。「毎年余裕がありますように」とい

う意味ですが、「毎年魚がありますように」と似ているよう

な発音をします。新年に余裕があるように、ショウガとしょ

う油で味付けした蒸し魚を食べて、翌日も食べられるよう

少し食べ残します。

　シドニーはアジアの国以外にもっとも多くの中国人が住

んでいるところだと言われるので、春節に色々な行事があ

ります。例えば、中華街を中心にして公園で夜のマーケッ

トや龍船レースを行ったり獅子舞をしたりします。伝統的

な中国の芸術の見学や体験もできます。そして、シドニー

市をまわる大きなパレー

ドもあります。大勢の人

が見に行ってにぎやか

で、まるでシドニー中の

人々が文化の多様性を

祝っているようなこの時期がとても好きです。

　オーストラリアにいると、例えば祖母、両親のように数

十年間生まれた国から離れていても同じように自分の文化

の祭事を祝することができるうえに、子孫にもその文化を

伝えられることが素敵だと思います。だから、日本にいて

も２月が近づくと、中華料理を食べたい！と思うようになり

ます。今年は初めて中華お節料理を作ってみようと思って

います。頑張ります！

バイニン

ホングバオ

ゴンヘイファチョイ

マン シ ユーイ

ダイガッダイレイ

ガッ ガッ

ニンニンヤオ ユ

春節について春節について春節について

ア マ ン ダ ・ チ ャ ウ国 　 際
交 流 員
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１．「中岡慎太郎顕彰記念公園」と、新年に向けて中岡家「遺髪墓地」を清掃
　中岡慎太郎先生顕彰会は、12月21日（土）に、「中岡慎太郎
顕彰記念公園」と「遺髪墓地」を清掃しました。
　「中岡慎太郎顕彰記念公園」の清掃は、落ち葉が多くて、苦労
しましたが、皆で協力してきれいにしました。また、「向学の道」
登り口や、「生家」への下り道の脇もきれいにせん定をしました。
　新年に向けて、「中岡家墓地」と、「松林寺」境内もあわせて清
掃をしました。特に、「松林寺」境内は、イチョウの落ち葉がすご
くて、落ち葉の山ができました。

2．上川隆也さんの高知公
演を応援に
　12月12日（木）、中岡慎
太郎顕彰会員は、大西学会
長以下7人で、上川隆也さ
んの高知公演『渇いた太
陽』の応援に行ってきまし
た。

中岡慎太郎先生顕彰会だより

柏木「ハモド」の田んぼ中岡慎太郎生家 慎太郎が栽培をすすめた「ゆず」「頌徳碑建立100周年記念」式典

たくさんの落ち葉を掃き集める
（中岡慎太郎顕彰記念公園）

県民文化ホール入り口前で

中岡慎太郎先生顕彰会事務局　☎３８－２４１３中岡慎太郎先生顕彰会事務局から中岡慎太郎先生顕彰会事務局から

現代慎太郎考Ⅱ『村人の生活向上につとめた中岡慎太郎』
　中岡慎太郎は、1838（天保９）年４月13日に、北川村柏木の中岡家の長男として生まれました。お父さんは、大庄屋中
岡小伝次、お母さんはウシといいました。慎太郎には、ぬい、京、カツの３人の姉がいました。
　お父さんは、慎太郎が３歳になると手習いを教えました。４歳になると松林寺で読書を学ばせました。７歳になると家か
ら90分をかけて山道を通り、野友村にあった「島村策吾塾」で、じゅ学を学びました。14歳になると、慎太郎は先生に代わっ
て授業をするようになっていました。
　お父さんが幼い頃から慎太郎に勉強をさせたのは、お父さんのあとを受け継いで大庄屋として、村人の生活を守る仕事
をさせるためでした。また村人から手本にされるような人になってもらいたいという願いがありました。
　慎太郎が20歳の時、お父さんが病気でたおれたので、大庄屋見習いとして仕事を引き継ぎました。慎太郎は、村人のく
らしがよくなるためにはどうしたらいいのかと、いつも考えて仕事をしました。
　慎太郎は、米の収穫をふやすために、「ハモドの田んぼ」を規則正しい長方形にしました。
　その頃の村は、地震やききんで、食べ物がなくなりうえ死にする人が多かったのです。食りょう不足で苦しむ村人をすく
うために慎太郎は、まず自分の土地を売ってサツマイモを買って、村人に配りました。それでも食べ物が足りないので、土
佐藩の米倉の米を分けてもらおうとお願いに行きました。
　1858（安政５）年１月16日、慎太郎は、家老桐間蔵人から米を分けてもらうようにしました。慎太郎は、土佐藩からもらっ
た米を、ききんで困っている村人に分けあたえました。これで和田、小島や平鍋などの人びとは、うえ死にをまぬがれました。
　今も小島の北川村温泉前には、人びとが感しゃをしてたてた碑があります。碑は明治44年にたてられ、2011（平成
23）年５月21日に100周年のお祝いを碑の前で行いました。
　慎太郎は、村人に「ゆずの木」を植えることもすすめました。ゆずは、塩がなくても魚をおいしく食べられるうえに、高く
売ることができるからです。ゆずを売ってお金にかえて、そのお金で食べ物を買うということを考えたのです。慎太郎は、
自分の家の周りにもゆずの木を植えました。今も家の周りには、ゆずの木がたくさんあります。
　このように、中岡慎太郎は、村人の生活向上のために、「ハモド」の耕地整理、藩から米をもらって村人をすくったり、杉、
ヒノキや「ゆず」の植林などを行い、村人の生活向上につとめました。

公園下の階段を掃除する きれいになった階段と、
「向学の道」登り口

きれいに清掃された
慎太郎の墓（中岡家墓地）
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「モネのマルシェ～ハーブ編～」
☆春のイベント情報☆
「モネのマルシェ～ハーブ編～」
　　２０１４年３月１日～３月２4日
　
メディカルハーブやハーブを使った寄せ植えなどを展示。
ハーブパンやハーブティーも登場！！お楽しみに♪♪

【お問い合わせ】
北川村「モネの庭」マルモッタン
〒７８１－６４４１
高知県安芸郡北川村野友甲１１００番地
緯0887－32－1233　姉０８８７－３２－１２４３
http://www.kjmonet.jp/

ただいま
冬期メンテナンス休園中です。

ただいま
冬期メンテナンス休園中です。

休園期間
２０１４年１月１０日（金）～２月２８日（金）

☆２０１４年３月１日（土）春の開園☆

チューリップは土の中で
春を待っています♪

※メンテナンス休園期間中のお問い合わせは、
　平日９：００～１７：００まで受付しております。

睡蓮の池も水を抜
いて作業を行います
（写真は昨年撮影し
たものです）。

観光協会からのお知らせ観光協会からのお知らせ
　新しい１年が始まりました。本年も観光協会にご支援賜りますようお願い申し上げます。
　さて、３月には観光協会の一番大きな催しである『北川村観光びらき』を予定しています。今年は３月２日（日）の開催。３回
目を迎える今年の観光びらきの会場は例年と同じく「モネの庭」。初回から出場してくれている高知学芸高校吹奏楽部さんは今回、
初めてのマーチングを披露してくれます。昨年に続き、高知市内の人気イタリアンレストランも出店予定ですが、今年は北川村
の鹿肉やしし肉を使った＜ジビエ料理＞の出品に挑戦してくれます。そして、今年９回目の開催を迎える『土佐の町家　雛まつり』
の北川村メイン会場をこれまでの慎太郎生家から「モネの庭」に移しますので、今年の観光びらきでは＜ゆずサンサングルー
プ＞が飾る北川村のお雛様も楽しんでいただけます。もちろん、飲食の出店もありますので村外からの来場者には北川村の食べ
物を楽しんでもらいたいと思っています。出店には村内の各企業、団体の方々にご協力をいただきますが、今年は個人の方にも
ぜひ出品をしていただきたいと考えています。例えば、自宅で作っているお野菜や、趣味で作っている手作り品、自慢の家庭料
理とか。種類や数量は問いません。少しの量でも結構です。品物を預かって、観光協
会が代理販売をすることも可能ですし、専用スペースを用意いたしますので、ご自身
やご家族、お友達で出店してもらっても構いません。村外の方に北川村の魅力をアピー
ルすることを目的として開催する「観光びらき」なので、村民の方々に参加していた
だいて、自ら、来場者の皆さんに北川村を自慢してもらいたいなと思っています。皆
さま、今年の「観光びらき」はお迎えする立場として参加してみませんか！？
　ご参加をお待ちしています。
　連絡先：北川村観光協会　☎ ０８８７－３２－１２２１（役場内）
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聴 講 生 募 集
パソコン・英語・美術…私たちと一緒に学んでみませんか？

　聴講生は、自分の興味や関心がある講座を選び、
その授業だけ勉強します。規定の時間数以上を出席し、
一定の成績を修めれば、修了証をもらえます。
　１５歳以上（中学生以下は不可）であれば、高校を
卒業していなくても聴講することができます。

　「社会と情報」「美術」「英語」など、下表にあるとおり、
いろいろな講座が開講されています。

　１単位あたり、年間１，７４０円。例
えば書道Ⅰだと２単位（週２時間）
ですから、年間３，４８０円になります。
　ただし、教科書代や教材費などは
実費が必要になります。

それなら中芸高校の
聴講生になるのはどう？
１０～７０代の人が勉強しに

行きゆうけんど、
みんな楽しそうやで

もう一回、基礎から
勉強してみたいと
思いゆうがやけど

卒業してから
だいぶたつけど
大丈夫やろうか…

どんな講座が
あるがやろ？

受講料は
どのくらいやろう？

詳しくは、担当までお問い合わせください（１３時以降にお願いします）。

高知県立中芸高等学校　夜間部　☎0887－38－2914（担当  谷岡）
〒７８１－６４１０　高知県安芸郡田野町１２０３－４
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年・金・だ・よ・り

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた
期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）の受け取り額が少なく
なります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、１０年以内であれば遡って古い
月分から収める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降に
追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
　・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より先に経過した（古い）月分である場合は、
「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が優先します。

　・「法定免除・申請免除期間」が「若年者納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である揚合は、
どちらを優先して納めるか本人が選択できます。

　・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」の中では、先に経過した月分から納めることになります。
　・「法定免除・申請免除期間」の中では、先に経過した月分から納めることになります。
　
※追納のお申し込み・ご相談はお近くの年金事務所までお願いします。

国民年金保険料の追納をお勧めします！

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
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【事　業　内　容】
○耐震診断を行う事業
昭和５６年５月３１日以前に建築された非木造住宅の耐震
診断を行います。
　　診断費を助成します
○耐震改修設計費の助成事業（耐震診断の事業を受けている
ことが条件となります）
改修が必要と判定された家屋の改修設計費を助成します。
　　助成額（上限）　２０万円（家によってかわることがあります）
○耐震改修費の助成事業（上の２つの事業を受けていること
が条件となります）
耐震改修費を助成します。

　　助成額（上限）　１２０万円（家によってかわることがあります）
○ブロック塀等安全対策事業
避難路に面している危険性の高いコンクリートブロック
塀の安全対策を行います。

　　助成額（上限）　２０万円
【対象となる住宅】
　北川村内の次の要件を満たす木造住宅が対象となります。
　　・　昭和56年５月31日以前に着工された住宅であるもの
　　・　併用住宅（店舗兼住宅等）については、実際にそこに居住
しているものにかぎる

　　・　賃貸住宅（共同、長屋住宅等）は耐震判断について借主の
同意を得ているもの

　高知県では近い将来南海地震が起こると言われており、ご家庭でも家が倒壊しないかと
不安に思っている方が多いと思います。北川村では、木造住宅のみ対象としていましたが、
今回新たに、非木造住宅やブロック塀の安全対策も、補助制度を実施します。
　興味のある方は下の説明をご覧の上、総務課担当窓口までお申し込みください。

非木造住宅耐震改修事業・ブロック塀等の安全対策事業

お問い合わせ先　北川村役場総務課　担当：吉田　緯 32‐1212

木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 派 遣 事 業
木 造 住 宅 耐 震 改 修 費 等 助 成 事 業
【対象となる住宅】
　北川村内の次の要件を満たす木造住宅が対象となります。
　・昭和56年５月31日以前に着工された住宅で、階数が２
階以下のもの

　・併用住宅（店舗兼住宅等）については、実際にそこに居住
しているものにかぎる

　・賃貸住宅（共同、長屋住宅等）は耐震判断について借主の
同意を得ているもの

※プレハブ、ツーバイフォー、丸太組工法、鉄骨等を含む混構
造の住宅は対象外です。
　　診断、改修共に助成します

家具転倒防止対策を進めよう！！
【事　業　内　容】
○家具転倒防止等対策費補助事業（購入費を助成する事業）
　　補助金額　購入費用の半額（１世帯上限１０，０００円）
　　補助対象　北川村に住所を有する方
　　対 象 例　耐震マット、耐震チェーン、Ｌ字金具、
　　　　　　　ガラス飛散防止フィルム等
○家具転倒防止金具等取付事業（無料で取付を行う事業）
　　対 象 者
　　・満６５歳以上の高齢者のみの世帯
　　・身体、療育、精神障害者手帳を持つ方がいる世帯
　　・要支援、要介護認定を受けた方がいる世帯
　　・母子世帯　　他

交通安全コーナー交通安全コーナー
　新しい年が始まりました。北川村では、広報きたがわを通じ
て交通安全についてのお知らせとお願いをしていきます。今
回はシートベルトについてです。
　自動車に乗ったら必ずシートベルトを着用しましょう！
　＊すべての座席でシートベルトを着用しなければなりませ
ん。

　＊後部座席については、高速道路（高速自動車国道または
自動車専用道路）での違反は、行政処分の基礎点数１点
が付されます。

　＊シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失
とされるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で
十分な補償が受けられなくなる可能性があります。

　ご存じですか？後部座席シートベルトの重要性

　助手席でのシートベルトは定着していますが、後部座席
シートベルトはまだまだ着用されていません。今回は後部座
席シートベルトについて確認しましょう。

後部座席シートベルト非着用の危険性
１．車内で全身を強打する可能性があります。
　事故の衝撃で、あなたはすさまじい力で前席や天井、ド

ア等にたたきつけられることになります。仮に、時速６０㎞
で進んでいる車が壁等に激突した場合、高さ１４ｍのビル
から落ちるのと同じ衝撃を受けます。

２．車外に放り出される可能性があります。
　衝突の勢いが激しい場合、後席から車外に放り出される
ことがあります。車外に放り出されると、堅いアスファルト
に体をぶつける、後続車両にひかれることで、最悪の場合
は命を落としてしまいます。

３．前席の人が被害を受ける可能性があります。
　衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、前席の
人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすること
などにより、命を奪われることもあります。後席の人がきち
んとシートベルトを着用することは、前席の人の命を守る
ことにもつながっています。

　高知県内でも交通事故が多く発生し、そのなかでも
高齢者が被害者になることが多くありました。一人一人
が交通ルール・マナーを守り、無事故の１年にしましょ
う。

【上記３事業の相談・申し込み】
　北川村役場総務課窓口でご相談、申し込みを受け付けします。お気軽にご相談ください。

北川村・北川村交通安全村民会議・安芸警察署
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～北川力プロジェクト～ 2 月
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■出店
こけら寿司（東洋町）／ゆずこしょう焼きそば（北川村）／トマトカレー（南国
市）、ごめんシャモスキやき（南国市）／船上ほしいか（奈半利町）／かまぼ
こトーフ（室戸市）／龍馬めし（安田町）／土佐ジローコロッケ（安芸市）／
シイラのすりみ天ぷら（香南市）／ユズ加工品（馬路村）／すりみ天（田野
町）／エディブルフラワー（芸西村）／野菜セット（ＪＡ土佐あき）他

■体験教室
寄せ植え体験（北川村「モネの庭」マルモッタン）／ベジタブルガーデンづく
り（メリーガーデン）／勾玉づくり（県立埋蔵文化財センター）／木の実クラ
フト（県立月見山こどもの森）／サクラの木のペンダントづくり（国立室戸青
少年自然の家）／土佐備長炭小物づくり（炭工房浜田）他
　
■ステージ
烈士太鼓「燦」・「燦」キッズ（田野町）、ごめん戦隊ゴメンジャーＮＥＸＴ（南

田市）、佐喜浜子供俄（室戸市）、手作り太鼓祭衆（安芸市）、安芸児童合
唱団はまゆう＆ちいぱっぱの会（安芸市）、北川村やまなみ太鼓（北川村）、
ゴトゴト着ぐるみ隊、豆電球（安田町）、ブレーメン（安芸市）、こーにゃん体
操（香南市）他
※東部の着ぐるみの撮影会、馬路村の山師がサポートする丸太切り競
争、米つりゲームも開催予定！

主催：安芸広域市町村圏事務組合　安芸市伊尾木 4034-1
ＴＥＬ：０８８７－３２－０３２２　共催：ごめん・なはり線活性化協議会
協力：ＮＰＯごめん・なはり線を支援する会、土佐くろしお鉄道（株）

※１月８日現在の情報です。内容は変更になる場合があります。※各店の
出店日および、出演者の出演日は調整中です。詳しくは、「ゴトゴ卜Web」を
ご覧ください（２月上旬詳細掲載予定）。http://gomen-nahari.com/

高知東海岸

ハピもぐ海山フェスタ in 高知駅前

高知県東
部をもぐ

もぐ

食べて遊
んでハッ

ピー♪
　お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、子どもたちも楽しい！地域ならではの
おいしいものや、ウミガメタッチ、丸太切り競走などの海山にふれる遊び、ごめん・なはり
線の着ぐるみなど、東部のいいものがまるごと高知駅前に出張します。地元をＰＲするイベ
ントを盛り上げに、ぜひ、みなさんでお出かけください！

３月８日土・９日日
１０：００～１６：００（雨天決行）

場所／こうち旅ひろば（高知駅南側）

うみ 　やま

まが　たま
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みどり保育園

PHOTO通信

小松　保貴さん・妙子さんの長男
 りん  た  ろう

 凛太郎くん
（平成２５年２月１５日生）
　
小松　保貴さん・妙子さんの三女
くるみちゃん
（平成２５年２月１５日生）
　
お父さん、お母さんから一言
「相手の気持ちの分かる優しい子になってね」

1歳になりました1歳になりました1歳になりました1歳になりました
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